
第 ６ 次 福 井 県 障 害 者 福 祉 計 画  

第１章 計画の趣旨

計画の位置付けと期間
○福井県障害者福祉計画は、障害者基本法に基

づく「県障害者福祉計画」と障害者総合支援

法に基づく「県障害福祉計画」並びに児童福

祉法に基づく「障害児福祉計画」を一体化し

て作成する計画

○本計画は、平成３０年度に施行される「障害

のある人もない人も幸せに暮らせる福井県共
生社会条例」の実施計画として位置付け、条
例と一体となって策定

（計画期間：２０１８年度～２０２２年度）

第２章 障害のある人を取り巻く現状

１ 障害のある人の状況
手帳所持者数は平成２４年度に比べ増加して

おり、特に精神障害者で顕著

身体障害者の高齢化が進行
また、精神科病院の通院者数も大幅に増加

２ 障害のある人の就労の状況
Ｂ型事業所の賃金は７年連続で全国１位、Ａ
型事業所の賃金も全国平均を上回っているが、
障害者施設賃金のさらなる向上が必要

３ 医療費助成の状況
自立支援医療費は年々増えており、特に精神
通院の医療費が大きく増加

４ 療育体制の状況
地域療育拠点の整備は進んでおり、受診児童
数も増加

５ 発達障害のある人の状況
相談支援体制を整備し、早期発見・早期支援
のための体制整備は進んでいるが、子どもの
心の診療を行う専門医の養成が必要

６ 災害時の障害のある人への支援の状況
福祉避難所指定数は十分な状況ではなく、災

害時の避難および支援の体制づくりが必要

７ 教育の状況
特別支援学校、小中学校の特別支援学級で教

育を受けている児童生徒は増加傾向

特別支援学校高等部卒業生の進路は、就職が

増加傾向

第４章 重点施策

（１）県民理解の促進
施策（１）
障害のある人もない人も幸
せに暮らせる福井県共生社
会条例の県民への普及啓発

施策（２）
相談体制の整備

施策（３)
障害のある人に関する標章
の普及啓発

（２）障害のある人の権利
擁護

施策（１）
意思決定支援の推進

施策（２）
成年後見の利用促進

施策（３）
選挙に対する配慮

（３）虐待防止の推進
施策（１）
虐待防止の推進

（４）障害のある人等の声
の反映

施策（１）
障害のある人の発言の場の
拡大

（５）交流の推進
施策（１）
相互交流の推進

第３章 計画の基本的な考え方

基本理念 「障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに支え合い、 生きがいのある暮らしができる共生社会の実現」

基本目標１

障害の有無によって分け隔てら
れることなく、共生する社会の実
現に向けて、普及啓発や相互交
流を促進し、障害のある人の権利
擁護と障害を理由とする差別の解
消を推進する

基本目標３

障害のある人のライフステージに
あわせ、発達障害のある人への支
援や特別支援教育の充実、就労
支援の充実、高齢化対策など必要
な支援を提供する体制づくりを推
進する

共に生きる社会の実現 ライフステージに応じた生活支援

資料 2

基本目標２

障害のある人が、住み慣れた
地域で、社会の一員として自立
できるよう、その生活の基礎とな
る意思決定支援の充実や意思
疎通支援の充実、スポーツ・文化
を通じた生きがいづくりの推進を
進める

自立した生活・自己実現の支

基本目標４

心の健康づくりを推進するため、
職場におけるストレスチェックや
相談体制を充実するとともに、精
神障害のある人に対する医療を
充実するため、多様な精神疾患
に対応した医療提供体制を構築

基本目標５

障害のある人が地域で安全・
安心な生活ができるよう、障害に
配慮したまちづくりを進めるととも
に、防災対策、防犯対策等を推
進し、地域生活を支える仕組み
づくりを進める

心の健康の推進 安全・安心な生活環境の整備

（１）意思決定支援の推進
施策（１）
意思決定支援の推進

（２）相談支援体制の充実
施策（１）
人材育成による相談支援の
充実

（３）適切な福祉・医療
サービスの提供

施策（１）
精神障害のある人の地域移
行の推進

施策（２）
心身障害児者の歯科検診・
診療

施策（３）
認知症医療の充実

施策（４）
経済的支援

（４）障害福祉・医療を
支える人材確保

施策（１）
福祉人材確保対策の実施

（５）意思疎通支援の充実
施策（１）
意思疎通手段の確保

施策（２）
意思疎通支援の充実

施策（３）
行政情報のバリアフリー化
の推進

（６）スポーツの振興
施策（１）
障害者スポーツの振興

（７）文化芸術活動の充実
施策（１）
芸術・文化を通じた社会参
加の推進

施策（２）
文化芸術に触れる機会の
充実

（１）精神科医療体制の充実
施策（１）
多様な疾患に対応できる
医療連携体制の構築

（２）心の健康づくりの推進
施策（１）
心の健康づくり

（１）障害に配慮したまち
づくりの推進

施策（１）
公共交通機関等のバリアフ
リー化の推進

施策（２）
建築物等のバリアフリー化
の推進

施策（３）
心のバリアフリーの推進

（２）防災対策の推進
施策（１）
障害のある人の避難体制の
整備

施策（２）
災害時医療等ケア体制の
整備

施策（３）
災害時の情報の確保

（３）防犯対策の推進
施策（１）
安全安心な施設づくりの
推進

（４）交通安全対策の推進
施策（１）
障害のある人の交通安全の
確保

（５）消費者被害の防止
施策（１）
消費者被害の防止

（１）発達障害のある人へ
の支援の充実

施策（１）
発達障害のある人の支援体制

施策（２）
発達障害児者支援センターの
運営

施策（３）
保育所、認定こども園および
幼稚園等の支援体制強化

施策（４）
特別支援教育の充実による学
校の支援体制強化

施策（５）
家族支援の充実

（２）障害のある子どもの
地域療育体制の整備

施策（１）
県内各地域における療育の質
の確保

（３）医療的ケア児への
支援の確保

施策（１）
医療的ケア児への在宅支援
体制の構築

（４）重症心身障害児者へ
の支援の充実

施策（１）
重症心身障害児者の受け入れ
拡大

（５）高齢化対策の充実
施策（１）
介護保険へのスムーズな
移行の促進

（６）障害特性に応じた
細やかな支援

施策（１）
高次脳機能障害者医療の
充実

施策（２）
難病患者支援の充実

（７）障害のある子どもの
家族等への支援

施策（１）
家族への支援の充実

（８）特別支援教育の充実
施策（１）
住み慣れた地域で安心して
暮らしていくための教育の
充実

（９）就労支援の充実
施策（１）
障害者雇用の促進

施策（２）
障害者賃金の向上


